
各拠点長

職場における
熱中症対策の強化について

2025年6月1日から　熱中症に対する罰則規定が開始されます。

熱中症対策が義務化されます（令和 7年 6月 1日施行）

①令和７年６月１日から施行・労働安全衛生規則の法改正され、熱中症の
　恐れがある作業者を早期に見つけ、体制整備、実施手順の作成、関係者
　への周知が義務付けられます。未実施で熱中症となり重度の労災事故と
　判断されれば、安全配慮義務違反での賠償請求がなされます。

●管理者用の熱中症　予防自主点検表で最低月１回点検し記録と
　して残してください

●個人用の自己チェックシートで、日々記録として残してください

②６月以降から気温も高くなり熱中症にならない様、拠点内での取り組み
　事項や、取組んでいる写真、取り組み内容を写真を添えてご報告の程よ
　ろしくお願いいたします。

令和 7年 6月 1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が
施行されます。熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」
が事業者に義務付けられることになります。
対象となるのは「WBGT 値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続 1時間以上又は 1日
4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php
暑さ指数 (WBGT) の実況と予測（熱中症特別警戒アラート）QRコードで読み込み⇒

環境省熱中症予防情報サイトから
熱中症特別警戒アラートをご確認ください。



転載：厚生労働省資料から転載「職場における熱中症対策の強化について」



熱中症対策の手順や連絡体制の周知


